
令和８年度新規事業及びICTアドバイザー派遣
モデル施設募集に関する説明会

令和８年６月１２日（金）

埼玉県保健医療部医療人材課



本日の流れ

１ 開会

２ 令和8年度新規事業について（２０分）
・新規事業説明
・質疑応答

３ ICTアドバイザー派遣事業、モデル施設募集について（３０分）
・事業概要説明
・アドバイザーによる支援内容について
・質疑応答

４ 閉会



看護職員確保対策に係る令和8年度新規事業
について



看護職員確保対策に係る令和 8年度新規事業について

イ 県外看護師等就業支援金等事業

•病院が県外で勤務する看護師を採用し、就業支援金等を支給した場合
に、その一部を病院に補助する。

補助対象経費の上限額 200千円/人 × 補助率1/2 × 230人

（２）看護師等奨学金返還支援事業

•医療機関が新卒看護師等の日本学生支援機構奨学金等に係る返還
金を補助する場合、県がその一部を補助する

補助対象経費の上限額 年180千円/人 × 補助率1/2 × 100人

2040年に向けて看護ニーズのさらなる増加が見込まれる中、新卒看護師の県内就業を促進するとともに、県外からの看護師の呼び込

みや潜在看護師の復職を支援し、県内医療機関で働く看護師の確保を図る。

目 的

【参考】

（３）看護師総合支援ポータルサイト構築事業

•看護師として復職を考えている方や看護師を目指す方等を総合的に支
援するため、必要な情報をまとめて収集できるサイトを構築する。
※既存の埼玉県看護協会のホームページを改修

（１）看護師就業促進事業

ア 潜在看護師等就業後継続支援事業

•潜在看護師の採用後の知識・技術に関する研修受講に係る費用や、採
用した潜在看護師への就業支援金を医療機関が支給した場合に、その
一部を医療機関に補助する。

補助対象経費の上限額 100千円/人 × 補助率1/2 × 120人

補助

【県】 【医療機関】

・研修支援
・就業支援金

【潜在看護師】

補助

【県】 【病院】

・就業支援金

【県外看護師】

【支援機構等】

補助

【県】 【医療機関】

返還支援

【新卒看護師等】

奨学金
返還



看護師就業促進事業（潜在看護師等就業後継続支援事業） ～事業概要～

事業内容
柔軟な勤務体制整備を推進するとともに、潜在看護師等を採用後、知識・技術に関する研修等で就業後も継続的に支援し
た場合に、研修等に係る経費の一部を補助する。

基準額及び補助金額 １０万円(補助基準額上限) × １／２(補助率) ＝ ５万円(1人当たりの補助上限額)

補助対象 医療機関

支援対象者

次の各号のいずれにも該当する方
①潜在看護師等である方
②看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成4年法律第33号）第16条の3第1項に規定する、離職時届出を行ってい
る方
③採用後、３か月程度の間、研修計画に基づき研修が実施された方。（ただし、計画された研修が年度内に完了しない場合
であっても、交付申請時点において研修中である者は、支援対象者とする。）
④採用後１年以上継続勤務する見込みがある方

対象経費

補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの
①就業支援金等（就業支援金、採用支度金等の金銭給付）
②転居費用（転居に要する費用、赴任旅費等）
③研修費用（支援対象者の研修に要する費用（人件費を含む））
④その他知事が認める経費

 各号に掲げるもののほか、潜在看護師の再就業に資する経費。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
 求人広告費、通常の給与・賞与、有料職業紹介事業者に支払う紹介手数料

対象人数 １２０人



対象経費

看護師就業促進事業（潜在看護師等就業後継続支援事業） ～対象となる事例～

令和８年度令和７年度 令和９年度

③令和8年度採用者
が外部研修を受講
し、研修費用を支
出（令和９年度内）

②令和8年度採用者に就業支
援金を支出（令和8年度内）

令和7年度採用者に
研修を実施し、研修
担当者人件費を支出
（令和7年度内）

➀令和7年度採用者に就業 
3か月後（令和8年度内）
に就業支援金を支出

④令和9年度内定者に就業支援金
を支出（令和8年度内）

〇 補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの

➤ 支援対象者の採用年度は問わず、支出した時点が令和８年度内であれば、対象経費になります。



看護師就業促進事業（県外看護師等就業支援金等事業） ～事業概要～

事業内容 県外看護師等の採用の際に支援金等を支給した場合、支給額の一部を補助する。

基準額及び補助金額 ２０万円(補助基準額上限) × １／２(補助率) ＝ １０万円(1人当たりの補助上限額)

補助対象 病院

支援対象者

次の各号のいずれにも該当する方
①採用日時点で、県外の医療機関等を離職後１年未満の方（補助事業者と同一法人または同一医療グループの医療機関等

 を除く）
②夜勤等の交代制勤務に従事するなど、安定的な看護提供体制の確保に資すると認められる方
③当該施設の社会保険（健康保険及び厚生年金保険等）の被保険者である方
④採用後２年以上継続勤務する見込みがある方

対象経費

補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出されたもの
①就業支援金等（就業支援金、採用支度金等の金銭給付）
②転居費用（転居に要する費用、赴任旅費等）
③その他知事が認める経費

 各号に掲げるもののほか、県外からの就業に資する経費。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。
 求人広告費、通常の給与・賞与、有料職業紹介事業者に支払う紹介手数料

対象人数 ２３０人



対象経費

看護師就業促進事業（県外看護師等就業支援金等事業） ～対象となる事例～

令和８年度令和７年度 令和９年度

②令和8年度採用者に就業支援 
金を支出（令和8年度内）

③令和8年度採用者に転居費用を支出
（令和8年度内）

令和9年度採用者に
就業支援金を支出
（令和9年度内）

令和7年度採用者に
引越し費用を支出
（令和7年度内）

➀令和7年度採用者に就業
3か月後（令和8年度内）
に就業支援金を支出

④令和9年度内定者に就業支援金を
支出（令和8年度内）

⑤令和9年度内定者に転居費用を
支出（令和8年度内）

〇 補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの

➤ 支援対象者の採用年度は問わず、支出した時点が令和８年度内であれば、対象経費になります。



看護師等奨学金返還支援事業 ～事業概要～

事業内容 医療機関が新卒採用看護師等の奨学金返還を支援する場合、県がその一部を補助する。

基準額及び補助金額 １８万円(補助基準額)※月15,000円 × １／２(補助率) ＝ ９万円(1人当たりの補助上限額)

補助対象 医療機関を運営する法人等であって、常時使用する従業員数が１００人を超えるもの

支援対象者

次の各号のいずれにも該当する方
①貸与型奨学金等を返還中の方
②次の各号のいずれかに該当する方
（１）看護師等養成所を卒業後3年以内（当該年度を含めて過去3年度以内に卒業した方）

 または県外の医療機関を離職後１年以内の方で、看護師等として補助事業者の運営する医療機関へ勤務する方
  （２）前年度に本事業の支援を受けた方
③当該施設の社会保険（健康保険及び厚生年金保険等）の被保険者である方
④本事業及び埼玉県中小企業等奨学金返還支援事業による支援期間の合計６０か月（５年）以内の方

対象経費
補助事業者が支援対象者のために支出した次の経費のうち、補助年度内に支出したもの
①奨学金返還支援のために支援対象者に支給する手当
②奨学金の貸与機関に対し、支援対象者の奨学金返還金として直接支出する経費

対象人数 １００人



看護師就業促進事業（奨学金返還支援事業） ～対象となる事例～

いわゆる「紐付き奨学金」
（県内の貸与団体が貸し与えたもので就労に
より返還が免除される制度のあるものに
限る）は支援の対象外になりますので

ご注意ください。

継続して支援を受ける場合

奨学金返還が継続していて、かつ、
本事業による支援が５年以内

支援として手当
(月15,000円)を支給 支援金の半分を県が補助

（上限：９万／人）

医療機関

看
護
師
等

奨学金貸与機関

県

今年度初めて支援を受ける場合

昨年度養成所を卒業した新卒看護師が
奨学金を返還している

支援として手当
(月15,000円)を支給 支援金の半分を県が補助

（上限：９万／人）

医療機関

看
護
師
等

奨学金貸与機関

県

代理返還

代理返還



ICTアドバイザー派遣モデル施設募集について



ICT導入による看護業務改善を目指すモデル施設を募集

看護業務の効率化・省力化に関するＩＣＴ導入を検討・実施する病院に対して県がアドバイザーを派遣することにより、当該病院におけるＩＣＴ導入計
画策定を支援します。

３ アドバイザーによる支援内容

５ モデル施設が実施する事業内容

モデル施設に選定された病院は、以下の内容を実施していただきます。
（１）ＩＣＴ導入による看護業務改善計画の策定
（２）導入効果の検証・報告
（３）普及促進への協力

モデル施設は、主に次に掲げる項目について、アドバイザーから支援・助言を受けることができます。
（１）看護業務に係る課題の分析
（２）看護業務改善に適切なＩＣＴの選択
（３）ＩＣＴ導入による看護業務改善計画の策定
（４）ＩＣＴ導入の際に予想される課題解決の想定準備
（５）県主催の成果報告会における発表準備

１ 事業の趣旨・目的

４ アドバイザーの派遣を受ける期間

派遣決定・モデル施設選定の日から令和９年３月３１日まで

２ 対象となる施設

県内に所在する病院

令和８年度

実績豊富な大手コンサルティングファームが、看護業務の課題を可視化し、
ICT導入による業務効率化や看護現場の負担軽減に向けて伴走支援します！

病院様の費用
負担なし



アドバイザーによる具体的な支援内容について



ご清聴ありがとうございました
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